
弾力的、効率的、効果的な経営形態が必要

　現在県立５病院（須坂病院、駒ヶ根病院、阿南病院、木曽病院、こども病院）の経営は、地方公営企
業法の一部適用により行っている。
　医療制度改革を始め国の医療政策は大きく変化し、医師・看護師不足も顕在化するなど病院事業を取
り巻く環境は厳しさを増している。
　こうした状況の中で、県立病院として県民の期待に応える医療を持続的に提供していくためには、時
代の変化に迅速・的確に対応できる経営形態をとることが必要である。

　

県立病院の課題

自治体の行政改革

医療制度改革

自治体の集中改革　〔総務省〕
　新地方行革指針（集中改革プラン）
　　取組期間・・・概ね平成17～21年度

長野県行財政改革プラン
　分権改革　　行政ｼｽﾃﾑ改革　　財政構造改革

診療報酬のﾏｲﾅｽ改定
平成18年4月　△3.16％

　医療費適正化計画
　（平成20年４月～）
○地域の医療機能の
分化・連携の推進
○都道府県単位で指
標・数値目標を定めた
計画を策定する（生活
習慣病罹患率減少、
平均在院日の短縮) 医療費の自己負担割

合の引上げ
（平成18年10月～)

現役並所得の70歳以
上
　　２割　→　３割

組織の改廃・職員の確保など迅速な対応が困難
（医師・看護師の採用、地域連携室などの設置)

人事評価や経営状況の給与体系への反映が困難

予算単年度主義等により、物品調達・施設整備等
において経済性を発揮することが困難

医療事務等に精通した事務職員の養成が困難

　地方公営企業法の一部適用のもとでは、次の
ような課題がある。

増加を続ける医療費の総額抑制

県立病院の担う役割

高度・特殊、先駆的医療 不採算医療（救急､へき地､　小児） 一般医療（分娩等含む）

　公立病院として、次のような医療を提供している。

地方公営企業法
（全部適用）

一般地方独立行政法人
（非公務員型）

指定管理者
特定地方独立行政法人

（公務員型）

主な経営形態

県 立 病 院 の 役 割 と 課 題

　公立病院改革
病床利用率70％以下
を対象に、公立病院等
の再編・ネットワーク化
の推進　等

資料４
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○診療報酬改定率の推移

診療報酬改定率

年度 H4 H6 H8 H9 H10 H12 H14 H16 H18
1992 1994 1996 1997 1998 2000 2002 2004 2006

全体(%) 2.5 2.7 0.8 0.38 △ 1.3 0.2 △ 2.7 △ 1.0 △ 3.16

診療(%) 5.0 4.8 3.4 1.70 1.5 1.9 △ 1.3 0 △ 1.36

薬価(%) △ 2.5 △ 2.1 △ 2.6 △ 1.32 △ 2.8 △ 1.7 △ 1.4 △ 1.0 △ 1.8

○日本病院団体協議会
　　「病院経営の現況調査」報告より明らかになった問題点　　から

平成19年１０月 日本病院団体協議会

　医業収支の状況
　　平成17 年度と比較して、診療報酬改定があった平成18 年度は赤字病院の割合が６％増加。

△ 4.0

△ 3.0

△ 2.0

△ 1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

H4 H6 H8 H9 H10 H12 H14 H16 H18

改定年

改
定
率

全体(%) 

診療(%)

薬価(%)

平成１７年度医業収支

赤字病
院,
1,032,
37% 黒字病

院,
1,749,
63%

平成１８年度医業収支

黒字病
院,
1,583,
57%

赤字病
院,
1,195,
43%
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１ 県立病院の概況 (病床数はH19年３月31日現在)
病院名 開設年 一般病床 結核病床 感染症病床 精神病床 療養病床 計

須　坂 Ｓ２３ 310 24 4 338
駒ヶ根 Ｓ３１ 239 239
阿　南 Ｓ２３ 93 46 45 184
木　曽 Ｓ３９ 207 4 48 259
こども※ Ｈ　５ 200 200
病床合計 810 24 8 285 93 1,220
　　※こども病院は、医療法による許可病床は200床だが、運用病床は160床(H19.9.1～)

平均在院日数
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こども病院

【長野県立病院条例】（抜粋）
第２条　県民の健康増進を図るとともに、適正な診療を行ない、もつて医療及び公衆衛生の向上に寄
与するため、長野県病院事業（以下「病院事業」という。）を設置する。

第３条　病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増
進するように運営されなければならないものとする。

入院患者数の推移
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外来患者数の推移
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県 立 病 院 の 現 況

病床利用率
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負　担　金　の　区　分 地方公営企業法施行令 負 担 金 の 内 訳

地方公営 その性質上、 看　護 （第８条の５第１項第３号） 看護実習指導者（教員）等養成に係わる経費（須坂・駒ヶ根・木曽）

企 業 法 当該地方公営 学　校 看護師の確保を図るために行う養成事業に要する経費 県立看護学校の講師に係わる経費（須坂・駒ヶ根・木曽）

第17条の2 企業の経営に 看護学生臨床実習受け入れ指導に係わる経費（須坂・駒ヶ根・木曽）

第1項 伴う収入を充 救　急 （第８条の５第１項第３号） 診療時間外救急患者に係わる時間外勤務経費（須坂・阿南・こども）

第1号 てることが適 医　療 交通事故等に伴う救急の医療を確保するために要する経費 医療技術者等当直待機に係わる時間外勤務経費（須坂・阿南）

当でない経費 救急患者用空床確保に係わる維持経費（須坂・阿南・木曽）

病院群輪番制病院実施経費（救急体制確保に係わる経費、木曽）

救急車の出動経費（木曽・こども）

精神科の救急医療体制確保及び空床確保に係わる経費（駒ヶ根）

保　健  （第８条の５第１項第３号）＋総務省基本通達 へき地巡回診療運営経費（阿南）

衛　生 集団検診、医療相談等保健衛生に関する行政事務経費 学校等の集団検診、精神保健等医療相談に係わる従事経費（須坂・駒ヶ根・阿南・木曽）

その他 感染症指定病院運営経費 感染症指定病院運営費（須坂第１種、２種・木曽第２種）　国庫補助

退職金の一般会計勤務期間分 退職給与金アロケーション経費

基礎年金拠出金公的負担経費（総務省繰出基準通知）

防災対策用備蓄品等経費 防災対策、Ｏ１５７対策経費

児童手当経費（総務省繰出基準通知）

小児初期救急医療体制整備経費 小児初期医療に関する電話相談（医師・看護師配置）経費（こども）　国庫補助

臓器移植連絡調整者設置経費 臓器移植ｺ-ﾃﾞｨﾈ-ﾀ-の設置（須坂）

第17条の２ 当該地方公営 高　度 （ 第８条の５第１項第２号） 総合周産期センター運営経費（こども）　国庫補助

第１項 企業の性質上、 特　殊 地域医療水準向上、高度・特殊な医療で採算をとることが困難である高度小児医療に係わる不採算経費（こども）

第２号 能率的な経営 医　療 と認められるものに要する経費 新生児特定集中治療室運営費（須坂・木曽）

を行っても、 精神病院運営経費（総務省繰出基準通知） 精神病院（病床）に係わる不採算経費（駒ヶ根）

なおその経営 結核病院運営経費 結核病棟の運営に係わる不採算経費（須坂）

に伴う収入の 不採算 立地条件により採算をとることが困難であると認められる経費 不採算診療科に係わる不採算経費

みを以て充て 阿南：小児科、眼科、精神科　木曽：眼科、耳鼻科、小児科

ることが客観 介護老人保健施設に係る経費 老人保健施設運営経費（阿南・木曽）

的に困難な経 その他 （総務省繰出基準通知） 医師、医療技術者の研修に係わる経費

費 企業債利息

施行令 一般会計において負担 （附則第14項) 建設改良費（起債対象外事業分）

附　則 する経費に関する経過措置 病院の建設又は改良に要する経費（経費に充てることができる 企業債元金

第14項 病院事業の経営に伴う収入の額を超える部分に限る。)

病  院  事  業  会  計  繰  出  金 の 内  訳　（平成１８年度）

-
５

-



○県立病院と他の病院との経営指標比較

一般病院

須坂 阿南 木曽 医療法人 自治体
社会保険
関係団体

その他公
的

駒ヶ根 こども

【収益性】

医業利益率 （％） △ 5.7 △ 26.8 1.4 2.9 △ 11.4 1.3 △ 1.8 △ 47.6 △ 34.6

経常利益率 （％）
△ 4.8 △ 12.9 5.5 3.1 △ 4.7 2.2 △ 3.3 △ 7.7 4.7

病床利用率 （％） 79.9 62.0 86.9 74.6 76.3 78.5 80.7 68.6 68.0

材料費比率 （％）
25.5 29.2 29.1 21.1 27.0 27.2 29.5 20.2 29.4

人件費比率 （％） 59.7 80.6 53.4 52.0 59.2 49.8 51.3 111.3 76.3

委託費比率 （％）
8.6 5.4 6.1 4.3 8.4 6.4 6.7 5.0 10.3

【機能性】

平均在院日数 （日）
17.0 41.8 21.2 29.1 20.0 17.3 17.9 125.2 20.2

患者１人１日当り入院
収益 （千円） 32.3 17.3 28.6 33.1 33.5 39.2 38.8 14.2 67.4
外来患者１人１日当り
外来収益 （千円） 8.2 9.8 8.4 9.6 9.8 10.7 10.7 8.6 10.4

外来/入院比 （倍） 2.3 2.0 2.7 2.7 2.2 2.1 2.0 0.7 1.5
一般病院・・・平成17年度　病院経営管理指標（厚生労働省） 「一般病院の公民比較」

県立病院・・・平成18年度決算統計

※こども病院の病床利用率は許可病床200床で算出

指　　　　　　標

○医業利益率

○経常利益率

○病床利用率

指　　　　　　標

○材料費比率

○人件費比率

○委託費比率

○平均在院日数

許可病床数

○外来/入院比
　1日平均外来患者数　

1日平均入院患者数

○患者１人１日当り入院収益

○外来患者１人１日当り外来収
益

入院診療収益＋室料差額等収益

在院患者延数+退院患者数

外来診療収益

外来患者延数

（新入院患者数＋退院患者数）×1/2

医業利益

医業収益

算　　　　　　式

　給与費　

経常利益

医業収益

　材料費　

医業収益

１日平均入院患者数

医業収益

　委託費　

医業収益

　　　　　　在院患者延数　　　　　　

県 立 病 院 の 経 営 指 標 に つ い て

※
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特定地方独立行政法人 一般（非特定）地方独立行政法人

１．設立形式 ［根拠法］地方公営企業法
・個別の設置条例により設置

［根拠法］地方独立行政法人法（2②）
地方公共団体の議会の議決を経て定款
を定め総務大臣（知事）が認可（業務方
法書の作成）

［根拠法］地方独立行政法人法（2①）
地方公共団体の議会の議決を経て定款
を定め総務大臣（知事）が認可（業務方
法書の作成）

２．法人格 地方公共団体の一部 法人格あり（登記必要）（法5） 法人格あり（登記必要）（法5）

３．業務 １水道事業　２工事用水道事業　３軌道
事業　４自動車運送事業　５鉄道事業　６
電気事業　７ガス事業　８病院事業

Ⅰ試験研究　Ⅱ大学の設置・管理　Ⅲ１
水道事業　２工事用水道事業　３軌道事
業　４自動車運送事業　５鉄道事業　６電
気事業　７ガス事業　８病院事業　Ⅳ社会
福祉事業の経営　Ⅴ公共的施設の設置・
管理

Ⅰ試験研究　Ⅱ大学の設置・管理　Ⅲ１
水道事業　２工事用水道事業　３軌道事
業　４自動車運送事業　５鉄道事業　６電
気事業　７ガス事業　８病院事業　Ⅳ社会
福祉事業の経営　Ⅴ公共的施設の設置・
管理

１水道事業　２工事用水道事業　３軌道
事業　４自動車運送事業　５鉄道事業　６
電気事業　７ガス事業　８病院事業

４．議会の関与 予算の議決（法24）、決算の認定（法30
④）、料金に係る条例制定（自治法228）

中期目標の議決（法25③）
料金の上限制定に係る議決（23②）

中期目標の議決（法25③）
料金の上限制定に係る議決（法23②）

中期目標の議決（法25③）
料金を含む中期計画の議決（法83③）

５．財務
　①経営の原則

独立採算原則（法17の2②）
地方公共団体が負担すべき経費以外料
金収入で運営

独立採算原則なし（設立団体からの交付
金等による運営）

独立採算原則なし（設立団体からの交付
金等による運営）

独立採算原則（法85②）
設立団体が負担すべき経費以外料金収
入で運営

　②資金調達手段 国庫補助金（地財法10の2、16）特定の経
費に係る一般会計からの出資、負担金、
補助等（法17の2①等）
企業債（地財法5一）
料金収入（法21）

設立団体からの運営費交付金（法42）
（使途制限なし）
国庫補助金、地方公共団体からの補助
金料金収入（法23)
＊長期借入金等原則禁止（設立団体か
らの長期借入除く）（法41）

設立団体からの運営費交付金（法42）
（使途制限なし）
国庫補助金、地方公共団体からの補助
金料金収入（法23)
＊長期借入金等原則禁止（設立団体か
らの長期借入除く）（法41）

設立団体からの長期借入金（転貸債）（法41
⑤）
特定の経費に係る設立団体からの交付金
（法85①）（行政的経費・不採算経費）
国庫補助金、地方公共団体からの補助金、
料金収入（85②）

　③財源措置 繰出基準に基づく地財措置
企業債元利償還に係る地方交付税措置
等

＊移行前の地方債は移行法人に承継さ
れない（法66）

＊移行前の地方債は移行法人に承継さ
れない（法66）

通常の地方公営企業に対する措置と同様の
地方交付税措置等
＊移行前の地方債は移行法人に承継されな
い（法66）が、業務に関連する地方債の元利
返済負担を実質的に負う（移行前地方債償
還債務）（法86)

６．中期目標
　　中期計画
　　年度計画

制度なし ①中期目標は地方公共団体の長が設
定、議会議決が必要（法25）
②中期計画は地方独立行政法人の長が
作成し、地方公共団体の長が認可
③年度計画は地方独立行政法人の長が
作成し、地方公共団体の長に届出
＊中期目標、中期計画、年度計画いづ
れも公表

①中期目標は地方公共団体の長が設
定、議会議決が必要（法25）
②中期計画は地方独立行政法人の長が
作成し、地方公共団体の長が認可
③年度計画は地方独立行政法人の長が
作成し、地方公共団体の長に届出
＊中期目標、中期計画、年度計画いづ
れも公表

②設立団体の長は中期計画の認可をし
ようとするときは議会の議決が必要

７．会計制度 公営企業会計制度
（公営企業法令に基づく）

地方独立行政法人会計原則
（自治法等の財務規定の適用が除外さ
れ契約や財務運営等の面で弾力的経営
が可能）

地方独立行政法人会計原則
（自治法等の財務規定の適用が除外さ
れ契約や財務運営等の面で弾力的経営
が可能）

公営企業型地方独立行政法人会計原則

８．評価制度 長、議会等によるチェック
（法定の評価制度はなし）

第三者機関として地方独立行政法人評
価委員会を設置し、厳格な業績評価を実
施（各事業年度、中期目標期間）

第三者機関として地方独立行政法人評
価委員会を設置し、厳格な業績評価を実
施（各事業年度、中期目標期間）

９．組織の長 管理者･･･地方公共団体の長が任命 理事長･･･設置団体の長が任命
（その他の役職員は理事長が任命）

理事長・・・設置団体の長が任命
（その他の役職員は理事長が任命）

10．地方公共団体の
　　長の関与

管理者は広範な権限を有するが一部の
事項について地方公共団体の長の指示
を受ける。

地方独立行政法人の財務、組織、人事
等の権限は理事長に集中し、地方公共
団体とは独立してこの権限を行使する。

地方独立行政法人の財務、組織、人事
等の権限は理事長に集中し、地方公共
団体とは独立してこの権限を行使する。

11．職員の身分 ・地方公務員
・労働関係は地方公営企業労働関係法
で規定
　　団結権　　　　　○
　　団体交渉権　　○
　　（協約締結権） ○
　　争議権　　　　　×
・不利益処分に対する不服申立不可

・役員・職員は地方公務員（法47、53)

　
　　団結権　　　　　○
　　団体交渉権　　○
　　（協約締結権） ○
　　争議権　　　　　×
・不利益処分に対する不服申立不可

・非公務員（刑法その他の罰則の適用に
ついては、公務に従事する職員とみな
す。（法58)）
 
　・労働三権あり
　・労働委員会のあっせん、調停、仲裁
　の対象

給与の根本原則は
①その職務に必要とされる技能、職務遂
行の困難度等職務の内容と責任に応ず
る。
②職員の発揮した能率を充分に考慮。

給与の根本原則は
①その職務の内容と責任に応ずる。
②職員の発揮した能率を充分に考慮。

給与の根本原則は、その職員の勤務成
績が考慮されるものでなければならな
い。

給与の決定原則は
①生計費
②同一又は類似の職種の国及び地方公
共団体の職員
③民間事業の従事者の給与
④当該地方公営企業の経営の状況
その他の事情を考慮

給与の決定（法51）
①職務の内容・責任、能率
②同一又は類似の職種の国及び地方公
共団体の職員給与
③民間事業の従事者の給与
④当該特定地方独立行政法人の業務の
実績、中期計画の人件費の見積りその
他の事情を考慮

給与の決定（法57）
業務の実績を考慮し、社会一般の情勢
に適合

13．定員管理 定員に含まれる。 定員に含まれない。
（ただし常勤職員数を設置団体に報告）

定員に含まれない。
（そもそも地方公務員の身分を有しない）

14．最近の動向 地方公営企業法全部適用　　　　福島
県、千葉県、愛知県、長崎県（H16.4)、神
奈川県、徳島県、横浜市（H17.4)　茨城
県、滋賀県、大分県、宮崎県、鹿児島
県、沖縄県（H18.4)　　青森県、香川県
（H19.4）
＊福岡県「朝倉・遠賀の民間譲渡と、太
宰府の公設民営化」（H17.4)、「柳川、嘉
穂の民間譲渡」（H19.4予定)
＊茨城県「病院職員給与カット」（H18.11)

＊大阪府「地方独立行政法人大阪府立
病院機構」（H18.4）
＊岡山県「地方独立行政法人岡山県立
精神医療センター」（H19.4）

＊長崎県江迎町「地方独立行政法人北
松中央病院」（H17.4）（公設民営からの移
行）
＊宮城県「地方独立行政法人宮城県立
こども病院」（H18.4）（公設民営からの移
行）
＊沖縄県那覇市立病院（H20.4予定）
＊静岡県（H20予定）

地方公営企業と独立行政法人制度の導
入に関する研究会報告書（平成14年12
月16日公表）
【地方公営企業法の全部又は財務規定
等のみが当然適用される事業について
は、必ず公営企業型地方独立行政法人
により行う。】

12．職員の給与

地方公営企業と地方独立行政法人の比較

地方独立行政法人 公営企業型地方独立
行政法人の特例事項

　　　　　　　　　　形態
　
項目

地方公営企業法
（全部適用事業）
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平成１９年１０月現在

①
一 部
適 用

②
全 部
適 用

北 海 道 7 ○ ○

青 森 県 2 ○ H19.4.1

岩 手 県 27 ○ S35.4.1 事務職

3 ○ H12 医  師

1 ○（非) H18.4.1 － こども病院

秋 田 県 2 ○ ○

山 形 県 4 ○ H15.4.1 医  師

1 ○ ○ H20.4
日本海病院・市
立酒田病院と統

福 島 県 9 ○ H16.4.1 医  師

茨 城 県 3 ○ H18.4.1
①～⑤で
検討中

栃 木 県 3 ○ ○

群 馬 県 4 ○ H15.4.1 医  師

埼 玉 県 4 ○ H14.4 医  師

千 葉 県 7 ○ H16.4.1 医  師

東 京 都 12 ○
②～⑤で
検討中

19.11月末に外部
委員会結論

神奈川県 7 ○ H17.4.1 医  師

新 潟 県 15 ○ S30.10.1 事務(病院局長)

富 山 県 1 ○ ○

石 川 県 2 ○ ○

福 井 県 2 ○ ○
すこやかｼﾙﾊﾞｰ病
院はH18.4～指定

山 梨 県 2 ○ ○

長 野 県 5 ○ ○

岐 阜 県 3 ○ ○

3 ○ ○ H20年度中
総合、こども、
心の医療セン

1 ○ H14.9 事務職
県立静岡がんｾﾝ
ﾀｰ

愛 知 県 5 ○ H16.4 医  師

三 重 県 4 ○ H11.4 事務職

滋 賀 県 3 ○ H18.4.1 事務職

京 都 府 2 ○ ○

大 阪 府 5 ○（公) H18.4.1

兵 庫 県 13 ○ H14.4 医　師

奈 良 県 3 ○ ○

和歌山県 1 ○ ○

鳥 取 県 2 ○ H7.4.1 医師又は事務職

島 根 県 2 ○ H19.4.1 医　師

岡 山 県 1 ○（公) H19.4.1

広 島 県 4 ○ ○

山 口 県 2 ○ ○(次期中期計画時に在り方を再検討）

徳 島 県 3 ○ H17.4.1 医  師

香 川 県 5 ○ H19.4.1 医　師

愛 媛 県 6 ○ S31.10 事務職（特別職）

3 ○ 置いていない 公営企業局長

1 ○ H17.3 高知医療ｾﾝﾀｰ

2（●） H19.4.1
民間移譲

H17.4 県立２病
院移管済

1 ○ H17.4.1
精神医療セン
ター大宰府病院

佐 賀 県 1 ○ ○

長 崎 県 2 ○ H16.4 医  師

熊 本 県 1 ○ ○

大 分 県 2 ○ H18.4.1 医　師

宮 崎 県 4 ○ H18.4.1 事務職（特別職）

鹿児島県 5 ○ H18.4.1 医　師

沖 縄 県 7 ○ H18.4.1 医　師

合 計 220 18 28 3 1 1 2 9 4 3 0 2

※全部適応で運営している都道府県数：24（静岡県：４病院のうち県立がんｾﾝﾀｰのみ全部適応を含む）

都 道 府 県 立 病 院 の 運 営 形 態

地方独立
行政法人
予定

民間移譲
予　定

その他
都道府県

職　　種

⑤
その他
(民間委
託、Ｐ
ＦＩ等)

兼任の
場合の
病院名

①を選択　⇒　全部適用の検討予定等

検討予定
なし

検討中だ
が時期未
定

備　　　　考

　②を選択
　⇒　管理者の専任状況

今後検討
予定あり

全部適用
予定

静 岡 県

福 岡 県

高 知 県

宮 城 県

病院
数

現 在 の 運 営 形 態

地方公営企業法

適用時期
④
指定管
理 者

③
地方独立
行政法人

-８-



公立病院改革ガイドライン（案）のポイント 

第1 公立病院改革の必要性 

○ 公立病院の役割は、地域に必要な医療のうち、採算性等の面から民間医療機関による

提供が困難な医療を提供すること 

（例えば①過疎地②救急等不採算部門③高度・先進④医師派遣拠点機能） 

○ 地域において真に必要な公立病院の持続可能な経営を目指し、経営を効率化 

第2 公立病院改革プランの策定 

 ○ 地方公共団体は、平成 20 年度内に公立病院改革プランを策定 

   （経営効率化は 3 年、再編・ネットワーク化、経営形態見直しは 5 年程度を標準） 

○ 当該病院の果たすべき役割及び一般会計負担の考え方を明記 

○ 経営の効率化 

・ 経営指標に係る数値目標を設定（参考例・・・別添 1） 

１） 財務の改善関係（経常収支比率、職員給与費比率、病床利用率など） 

２） 公立病院として提供すべき医療機能の確保関係 など 

  ・ 一般会計からの所定の繰出後、「経常黒字」が達成される水準を目途 

   （地域に民間病院が立地している場合、「民間病院並の効率性」達成を目途） 

・ 病床利用率が過去 3 年連続して７０％未満の病院は病床数等を抜本的見直し 

○ 再編・ネットワーク化 

・ 都道府県は、医療計画の改定と整合を確保しつつ、主体的に参画 

・ 二次医療圏等の単位での経営主体の統合を推進 

・ 医師派遣拠点機能整備推進。病院間の機能重複を避け、統合・再編含め検討 

・ モデルパターンを提示（別添 2） 

○ 経営形態の見直し 

・ 人事・予算等に係る実質的権限、結果への評価・責任を経営責任者に一体化 

・ 選択肢として、地方公営企業法全部適用、地方独立行政法人化、指定管理者制度、民

間譲渡を提示 

・ 診療所化や老健施設、高齢者住宅事業等への転換なども含め、幅広く見直し 

第3 公立病院改革プランの実施状況の点検・評価・公表 

○ プランの実施状況を概ね年 1 回以上点検・評価・公表 

○ 学識経験者等の参加する委員会等に諮問し、評価の客観性を確保 

○ 遅くとも 2 年後の時点で、数値目標の達成が困難と認めるときは、プランを全面改定 

○ 総務省はプランの策定・実施状況を概ね年 1 回以上調査し、公表 

第4 財政支援措置 

○ 財政支援措置については、総務省において別途検討し、年末までに決定 

（計画策定費、再編による医療機能整備費、再編等に伴う清算経費など） 
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【総務省 公立病院改革

懇談会 資料(1/4)】



計 うち一般 うち療養

民間病院 100.1% 51.0% 80.5% - -

公的病院（自治体以外） 98.9% 49.9% 79.8% - -

公立病院（黒字病院） 102.1% 52.3% 82.7% 84.5% 81.2%

公立病院（上位1/2） 99.6% 53.6% 81.2% 82.7% 80.6%

公立病院（一般病院全体） 95.1% 56.2% 77.5% 78.9% 77.9%

民間病院 101.4% 48.0% 84.7% - -

公的病院（自治体以外） 99.8% 48.6% 80.9% - -

公立病院（黒字病院） 102.2% 48.7% 87.3% 89.2% 93.1%

公立病院（上位1/2） 99.8% 50.5% 86.2% 87.8% 90.7%

公立病院（一般病院全体） 97.4% 51.5% 84.8% 86.6% 76.8%

民間病院 100.2% 54.8% 77.1% - -

公的病院（自治体以外） 93.5% 63.3% 83.3% - -

公立病院（黒字病院） 102.9% 62.0% 73.5% 72.3% 78.0%

公立病院（上位1/2） 100.5% 59.1% 73.9% 73.4% 76.4%

公立病院（一般病院全体） 94.4% 65.6% 68.3% 65.6% 77.2%

（注）１．

　　　２．

　　　３．

　　　４．

○　経営効率化にかかる目標数値例　（抄）
（主な経営指標にかかる全国平均値の状況：平成18年度）

経常収支
比率

職員給与
費対医業
収益比率

病床利用率

「民間病院」及び「公的病院」の数値は、全国公私病院連盟による「病院経営実態調査
報告」（平成18年6月調査）及び「病院経営分析調査報告」（平成18年6月調査）に基づく
平均値である。
「公立病院」の数値は、総務省による「平成18年度地方公営企業決算状況調査」に基
づく平均値である。
平成18年度において、経常収支の黒字を達成している公立病院は全体の約1/4程度で
あり、上記の「公立病院（上位1/2）」の平均値が、概ね経常収支均衡の水準に相当す
るものと考えられる
民間病院並びに公的病院の「500床以上」は、全国公私病院連盟調査における「500～
599床」、「600～699床」及び「700床以上」各階級の集計数値の単純平均、「50床未満」
は、全国公私病院連盟調査における「99床以下」で集計した数値である。

計

500床以上

50床未満

　（省略）

別添 １
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Ａ県立病院（200床）

 

 

再編前

再編・ネットワーク化のパターン例

  

新設Ｓ病院（400床）

パターンⅠ

  

再編後

Ｂ市立病院（200床）

Ｃ市立病院（50床） Ｄ町立診療所（無床）

地方独立行政法人化
 

 

 

Ｄ地区診療所（無床）Ｃ地区診療所（無床）

Ｂ地区診療所（無床）

Ａ地区診療所（無床）

パターンⅡ
 

Ｂ地区病院（基幹病院・400床に増床）

  

 

Ａ地区診療所（無床）

Ｃ地区診療所（19床・救急機能）
Ｄ地区診療所（無床）

再編後

 

  

パターンⅢ

 

Ａ町立病院（50床） Ｂ町立病院（50床）

 

Ａ町立診療所（無床）
Ｂ町立診療所（無床）

再編後

地方独立行政法人化

指定管理者

日赤S病院

（Ａ、Ｂに医師派遣等）

パターンⅣ

  

 

Ｂ町立病院（50床）

Ａ市立病院（250床）

Ａ市立病院（200床）

  

Ｓ総合病院

（Ｓ医療法人）

指定管理者 Ａ県立病院とＡ市立病院を統合

 

Ｂ町立診療所（19床・救急機能）

再編後

再編前

再編前

 

 

Ｓ総合病院

（Ｓ医療法人）

日赤Ｓ病院

公立Ａ医療センター

（350床）

別添２
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【総務省 公立病院改革懇談会 資料(3/4)】



うち薬品
費対医業
収益比率

計
うち
一般

うち
療養

民間病院 100.1% 100.3% 51.0% 24.4% 13.5% 80.5% - -

公的病院（自治体以外） 98.9% 99.0% 49.9% 30.4% 19.8% 79.8% - -

公立病院（黒字病院） 102.1% 95.2% 52.3% 28.4% 15.5% 82.7% 84.5% 81.2%

公立病院（上位1/2） 99.6% 93.2% 53.6% 28.1% 14.8% 81.2% 82.7% 80.6%

公立病院（一般病院全体） 95.1% 89.4% 56.2% 27.4% 14.4% 77.5% 78.9% 77.9%

民間病院 101.4% 101.6% 48.0% 27.4% 15.5% 84.7% - -

公的病院（自治体以外） 99.8% 100.1% 48.6% 31.8% 21.0% 80.9% - -

公立病院（黒字病院） 102.2% 97.5% 48.7% 30.1% 16.2% 87.3% 89.2% 93.1%

公立病院（上位1/2） 99.8% 94.4% 50.5% 29.9% 15.1% 86.2% 87.8% 90.7%

公立病院（一般病院全体） 97.4% 92.6% 51.5% 29.8% 14.9% 84.8% 86.6% 76.8%

民間病院 101.1% 101.0% 49.9% 24.5% 13.4% 77.8% - -

公的病院（自治体以外） 98.5% 98.3% 49.2% 31.4% 19.6% 81.0% - -

公立病院（黒字病院） 102.1% 94.3% 54.0% 27.4% 14.4% 84.4% 85.4% 90.0%

公立病院（上位1/2） 99.5% 94.2% 54.3% 27.2% 13.8% 82.9% 84.6% 86.0%

公立病院（一般病院全体） 95.7% 91.0% 55.7% 27.1% 13.8% 80.5% 82.1% 77.4%

民間病院 98.5% 98.6% 50.6% 27.7% 14.4% 78.4% - -

公的病院（自治体以外） 99.0% 99.1% 50.1% 29.5% 19.4% 78.3% - -

公立病院（黒字病院） 101.3% 95.2% 52.4% 29.9% 16.2% 81.1% 84.3% 69.3%

公立病院（上位1/2） 99.1% 93.3% 53.6% 28.8% 15.2% 79.3% 81.1% 70.6%

公立病院（一般病院全体） 93.6% 88.5% 57.2% 27.2% 14.2% 76.4% 77.8% 70.1%

民間病院 98.3% 98.6% 52.7% 22.3% 12.7% 79.6% - -

公的病院（自治体以外） 96.8% 96.9% 53.2% 26.7% 17.4% 77.8% - -

公立病院（黒字病院） 102.0% 93.5% 58.2% 24.9% 12.7% 81.1% 81.8% 81.5%

公立病院（上位1/2） 99.5% 91.7% 57.5% 25.0% 13.3% 77.1% 77.9% 81.9%

公立病院（一般病院全体） 92.6% 85.2% 62.1% 25.4% 12.8% 71.5% 72.4% 81.4%

民間病院 99.6% 100.4% 54.3% 19.2% 10.4% 82.7% - -

公的病院（自治体以外） 97.8% 98.0% 55.1% 25.3% 17.5% 79.0% - -

公立病院（黒字病院） 102.0% 92.0% 57.8% 24.0% 14.0% 75.2% 76.5% 79.0%

公立病院（上位1/2） 99.4% 90.6% 59.1% 24.6% 14.8% 74.6% 74.8% 80.9%

公立病院（一般病院全体） 92.7% 87.1% 61.1% 23.9% 14.4% 71.5% 71.2% 78.7%

民間病院 100.2% 100.3% 54.8% 19.0% 12.4% 77.1% - -

公的病院（自治体以外） 93.5% 91.6% 63.3% 23.0% 18.5% 83.3% - -

公立病院（黒字病院） 104.2% 88.0% 62.2% 23.1% 15.9% 74.1% 71.9% 82.5%

公立病院（上位1/2） 101.2% 86.5% 63.1% 24.1% 17.1% 73.0% 71.0% 80.8%

公立病院（一般病院全体） 94.1% 81.3% 65.4% 23.9% 17.0% 68.7% 66.6% 77.5%

民間病院 100.2% 100.3% 54.8% 19.0% 12.4% 77.1% - -

公的病院（自治体以外） 93.5% 91.6% 63.3% 23.0% 18.5% 83.3% - -

公立病院（黒字病院） 102.9% 85.7% 62.0% 23.2% 17.4% 73.5% 72.3% 78.0%

公立病院（上位1/2） 100.5% 83.5% 59.1% 20.6% 14.7% 73.9% 73.4% 76.4%

公立病院（一般病院全体） 94.4% 77.8% 65.6% 24.4% 18.6% 68.3% 65.6% 77.2%

（注）１．

　　　２．
　　　３．

　　　４．
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50床以上
100床未満

50床未満

「民間病院」及び「公的病院」の数値は、全国公私病院連盟による「病院経営実態調査報告」（平成18年6月調査）及び
「病院経営分析調査報告」（平成18年6月調査）に基づく平均値である。
「公立病院」の数値は、総務省による「平成18年度地方公営企業決算状況調査」に基づく平均値である。
平成18年度において、経常収支が黒字を達成している公立病院は全体の約1/4程度であり、上記の「公立病院（上位
1/2）」の平均値が、概ね経常収支均衡の水準に相当するものと考えられる
民間病院並びに公的病院の「500床以上」は、全国公私病院連盟調査における「500～599床」、「600～699床」及び「700
床以上」各階級の集計数値の単純平均、「50床以上100床未満」と「50床未満」は、それぞれ全国公私病院連盟調査にお
ける「99床以下」で集計した数値である。

400床以上
500床未満

300床以上
400床未満

200床以上
300床未満

100床以上
200床未満

○　経営効率化にかかる目標数値例
（主な経営指標にかかる全国平均値の状況：平成18年度）

経常収支
比率

職員給与
費対医業
収益比率

医業収支
比率

計

500床以上

病床利用率
材料費対
医業収益
比率

別紙1
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長野県（衛生部）プレスリリース 平成19年（2007年）5月31日 

 

 

平成１８年度県立病院事業会計の決算がまとまりました 

 

１ 診療収入は、149 億 1,104 万８千円（前年度比 ６億1,684万1千円、4.3％の増加）で過去最

高でした。 

また、医業費用は、176 億 7,560 万1 千円（前年度比 3億4,795万5千円、2.0％の増加）と

なりました。 

２ 一般会計負担金は、 

① 救急医療の確保や看護学生の臨床実習に要する経費など、一般会計が負担すべき 

経費分                           ５億 5,620 万５千円 

② 山間地域の医療やこども病院が行っている高度小児医療など、採算を確保することが 

困難な医療を提供するために必要な経費分           34 億 9,212 万７千円 

   合計 40 億 4,833 万 2 千円（前年度比 8,817万１千円 4.3%の増加）でした。 
 ３ 患者数（入院・外来）は、76 万 2,945 人（前年度比14,751人減）でした。 

 常勤医師・看護師の欠員が増加したことや、医師が常勤から非常勤に代わり診察日数が

減少したことなどが原因となっています。 
医師の欠員 19名（６名増） 看護師の欠員 71名（32名増）（３月31日時点） 

  ４ 収益は 194 億 5,621 万 4 千円（介護老人保健施設収入を含む）、費用（介護老人保健施設費用を含む）は

195 億 6,432 万 6 千円で、1 億 811 万 2 千円の赤字でした。 
   （平成17年度は、5億3,634万3 千円の赤字でした。） 

 【 収益の増加要因 】 

○ ４月に診療報酬改定があったこと 
・ 診療報酬全体では、△3.16％の改定でしたが、入院基本料の算定基準のアップに該当した病院が増

加したため、収益（点数）が増加しました。 

・ 小児医療管理料１の算定（点数）や手術料、麻酔料の新生児・乳幼児加算額の増等、小児医療に対す

るプラス改定が大きく寄与しました。 

・ こども病院では、産科医療の集約化の影響もあり、患者が増加したことや手術件数の増加など、須坂

病院では、手術件数の増加など、木曽病院では、人工透析件数の増加など、病院の特性を活かした増

収に努めました。 

【 費用の増加要因 】 

○ 給与費が増加したこと（前年度比 1億2,979万5千円、1.3％の増加） 

・ 長野県独自の給与カットが終了したため、４月からの給与費が増加しました。 
  

決算内容の詳細は、次頁以下のとおりです。 

衛生部県立病院課 経営係 

担   当 （課長）北原 政彦（担当）中沢 清 

電  話 026-235-7160（直通） 

     026-232-0111（代表）（内線2627） 

Ｆ Ａ Ｘ 026-223-7106 

電子ﾒ ー  ﾙ kenbyoin@pref.nagano.jp  

－１－ 
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１ 患者数及び診療収入の状況 
 
（１） 病 院  

（消費税抜き） 

平成１８年度 平成１７年度 前 年 度 対 比 

決算見込み 決   算 増 減 比 率 
病 院 名 

 
区  分 

 
(Ａ) (Ｂ) (Ａ)－(Ｂ) (Ａ/Ｂ) 

主 な 増 減 理 由 

患 者 数 24万8,277人 25万2,818人 △ 4,541人 98.2％ 

須坂病院 

診療収入 46億9,823万4千円 45億2,963万7千円 1億6,859万7千円 103.7％ 

○脳神経外科医師の欠員等

により入院・外来患者が減

少。 

 

○診療報酬改定による入院

基本料の点数増等による

収入の増加。 

患 者 数 8万7,608人 9万1,906人 △ 4,298人 95.3％ 

駒ヶ根病院 

診療収入 10億9,848万5千円 11億3,265万6千円 △ 3,417万1千円 97.0％ 

○退院促進への取組み等に

より、入院患者の在院日数

が減少。 

 

○入院患者の減による収入

の減少。 

患 者 数 9万8,050人 10万5,912人 △ 7,862人 92.6％ 

阿南病院 

診療収入 13億2，560万8千円 14億8，263万3千円 △ 1億5,702万5千円 89.4％ 

○外科の常勤医師欠員、整形

外科・眼科の常勤医師から

非常勤医師への交代によ

る入院・外来患者の大幅な

減少。 

 

○医師欠員等による手術、処

置、麻酔料等の収入減少。 

患 者 数 23万  462人 23万2,362人 △ 1,900人 99.2％ 

木曽病院 

診療収入 37億5,291万5千円 37億1,217万1千円 4,074万4千円 101.1％ 

○脳神経外科が非常勤医師

のみの対応による患者の

減少。 

 

○診療報酬改定による入院

基本料の点数増及び手術、

人工透析件数等の増によ

る収入の増加。 

患 者 数 9万8,548人 9万4,698人 3,850人 104.1％ 

こども病院 

診療収入 40億3,580万6千円 34億3,711万    円 5億9,869万6千円 117.4％ 

○産科医療の集約化により

産科、新生児科の患者が大

幅に増加。 

 

○診療報酬改定による入院

基本料の点数増及び手術

料、麻酔料の加算額の増等

による収入の大幅な増加。 

患 者 数 76万2,945人 77万7,696人 △ 1万4,751人 98.1％ 

合 計 
診療収入 149億1,104万8千円 142億9,420万7千円 6億1,684万1千円 104.3％ 

 

 

－２－ 



（２） 介護老人保健施設 
 

（消費税抜き） 

平成１８年度 平成１７年度 前 年 度 対 比 

決算見込み 決   算 増 減 比 率 
施  設  名 区  分 

(Ａ) (Ｂ) (Ａ)－(Ｂ) (Ａ/Ｂ) 

主 な 増 減 理 由 

利用者数 1万5,015人 1万5,062人 △ 47人 99.7％ 

阿 南 介 護 

老人保健施設 

介護収入  1億6,966万4千円  1億7,926万2千円 △ 959万8千円 94.6％ 

○ノロウイルスの感染に

よる入所制限を行った

ために利用者が減少。 

利用者数 1万7,597人 1万6,864人 733人 104.3％ 

木 曽 介 護 

老人保健施設 

介護収入  1億9,570万   円  1億9,183万8千円 386万2千円 102.0％ 

○新規入所者の増加及び

通所者の送迎サービス

を開始したため利用者

が増加。 

利用者数 3万2,612人 3万1,926人 686人 102.1％ 

合    計 

   

  
介護収入 3億6,536万4千円 3億7,110万   円 △ 573万6千円 98.5％ 

 

 

○平成１７年度中途から

の介護報酬改定に伴う

収入の減少 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－３－ 



２  損 益 の 状 況

（消費税抜き）

平成１７年度

費　用 純　損　益 純　損　益
(A) (B) （C）＜(A)-(B)> （D） （C）-(D)

  うち
  一般会計負担金

一般会計負担金
　対前年度増減

 54億7,912万6千円 △ 2億4,167万5千円 △ 1億8,328万5千円

 5億  702万3千円  3,231万1千円

16億7,335万9千円△ 8,633万7千円△ 1億3,110万3千円

4億8,341万9千円 421万   円

21億1,898万5千円 △ 1億7,705万7千円 △ 5,904万   円

4億3,369万6千円 5,677万4千円

43億1,459万3千円 2億  907万9千円 1億2,525万2千円 8,382万7千円

 5億4,855万3千円 2,794万 　円

61億6,614万1千円 59億7,826万3千円 1億8,787万8千円 △ 2億8,816万7千円

20億7,564万1千円 △ 3,306万2千円

195億6,432万6千円 △ 1億  811万2千円 △ 5億3,634万3千円

40億4,833万2千円 8,817万3千円

※　阿南病院は、阿南介護老人保健施設を含む。また、木曽病院は、木曽介護老人保健施設を含む。

須坂病院

駒ヶ根病院

阿南病院

木曽病院

19億4,192万8千円

45億2,367万2千円

194億5,621万4千円

△ 5,839万 　円

4,476万6千円

△ 1億1,801万7千
円

4億7,604万5千円

4億2,823万1千円

－４－

○収益
　・診療収入の増加
　　　　　        4,074万4千円
　・一般会計負担金の増加
　　　　　        2,794万  　円
○費用
　・給与費の増加
　　　　　　　　3,343万3千円
　・医療材料費の減少
　　　　　   　　5,635万8千円

○収益
　・診療収入の増加
　　　　　　5億9,869万6千円
　・一般会計負担金の減少
　　　　　　     3,306万2千円
○費用
　・医療材料費の増加
　　　　　　     4,988万2千円

こども病院

合　　計

病 院 名

○収益
　・診療収入の増加
                  1億6,859万7千円
　・一般会計負担金の増加
                       3,231万1千円
○費用
　・退職金の増加
                   1億1,298万 　円
　・医療材料費の増加
                   1億   107万 　円

○収益
　・診療収入の減少
　　　　　　　  3,417万1千円

○費用
　・退職金の減少
　　　　　　 　 9,669万4千円

○収益
　・診療収入の減少
　　　　　　1億5,702万5千円
　・一般会計負担金の増加
　　　　　　　  5,677万4千円
○費用
　・給与費の増加
　　　　　　　  3,118万6千円
　・医療材料費の減少
　　　　　　　　3,623万7千円

平成１８年度

収　益

増　　　減

主 な 増 減 理 由 等

52億3,745万1千円

15億8,702万2千円



－５－

損　 益　 の　 状　 況
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単位：億円

病院事業収益

病院事業費用

損        益

一般会計負担金

参　 考

H9年度 H10年度 H11年度 H12年度 H13年度 H14年度 H15年度 H16年度 H17年度 H18年度

157億8,955万5千円 158億1,598万9千円 163億2,618万 　円 162億9,123万　 円 170億 885万8千円 181億2,362万3千円 190億1,015万2千円 188億7,399万9千円 187億3,566万9千円 194億5,621万4千円

一般会計負担金 43億4,298万6千円 37億3,529万2千円 40億8,650万3千円 40億 443万5千円 47億6,341万6千円 46億2,917万8千円 45億2,632万7千円 43億6,786万5千円 39億6,015万9千円 40億4,833万2千円

168億8,743万2千円 166億9,443万4千円 166億4,617万2千円 165億2,786万1千円 181億5,774万7千円 183億6,890万6千円 184億6,908万7千円 186億8,445万3千円 192億7,201万2千円 195億6,432万6千円

△10億9,787万7千円 △8億7,844万5千円 △3億1,999万2千円 △2億3,663万1千円 △11億4,888万9千円 △2億4,528万3千円 5億4,106万5千円 1億8,954万6千円 △5億3,634万3千円 △1億  811万2千円

 病院事業収益

 病院事業費用

 損　　　　益

 区　　　　分



　  平成１８年度 一般会計負担金決算額一覧表
       （単位：千円）

　　　　　　　負 担 金 の 内 訳 須　坂 駒 ヶ 根 阿  南 木  曽 こ ど も 合計

看護教員等養成経費 658 693 0 612 0 1,963

講義等補充経費 2,458 51 0 3,886 0 6,395

看護学生臨床実習経費 12,746 2,772 0 4,891 0 20,409

時間外救急患者経費 22,613 0 16,622 0 7,883 47,118

医療技術者等待機経費 15,423 0 12,562 0 0 27,985

救急患者空床確保経費 24,638 0 12,771 23,242 0 60,651

病院群輪番制実施経費 0 0 0 28,108 0 28,108

救急車の出動経費 0 0 0 129 34,312 34,441

精神科救急医療運営費 14,730 14,730

へき地巡回運営経費 0 0 37,899 0 0 37,899

医療相談等保健衛生経費 3,360 3,377 4,644 10,130 0 21,511

感染症指定病院運営費 894 1,266 2,160

防災対策経費 184 307 118 150 124 883

小児初期救急医療体制整備経費 0 0 0 0 4,304 4,304

退職給与金ｱﾛｹｰｼｮﾝ 87,292 19,999 0 6,963 0 114,254

基礎年金公的負担経費 32,731 16,615 15,590 25,871 35,248 126,055

児童手当経費 1,440 300 860 1,080 420 4,100

臓器移植連絡調整者設置経費 3,239 3,239

計 207,676 58,844 101,066 106,328 82,291 556,205

総合周産期母子医療ｾﾝﾀｰ運営経費 23,168 23,168

高度小児医療経費 0 0 0 0 1,715,692 1,715,692

新生児特定集中治療室運営経費 14,748 0 0 4,916 0 19,664

結核病院運営経費 106,608 106,608

精神病院増こう経費 0 419,436 0 0 0 419,436

不採算部門増こう経費 0 0 232,000 240,661 0 472,661

老人保健施設運営経費 0 0 55,713 32,982 0 88,695

医師等の研究研修費 7,634 2,800 4,208 5,867 10,182 30,691

企業債利息 257,655 3,676 61,521 237,732 369,515 930,099

企業債利息に係る特別ﾙｰﾙ(～H18） -87,298 -1,337 -20,812 -79,933 -125,207 -314,587

計 299,347 424,575 332,630 442,225 1,993,350 3,492,127

収  益  的  収  入  計 507,023 483,419 433,696 548,553 2,075,641 4,048,332

（老人保健施設分を除く） 507,023 483,419 377,983 515,571 2,075,641 3,959,637

附則第  建 設 改 良 費 67,150 5,442 2,183 660 8,999 84,434

14項経費  企 業 債 元 金 560,713 18,990 130,874 301,655 474,519 1,486,751

資　本　的　収　入　計 627,863 24,432 133,057 302,315 483,518 1,571,185

総　　　　合　　　　計 1,134,886 507,851 566,753 850,868 2,559,159 5,619,517

高度
特殊
医療

同
第
２
号
経
費

そ
の
他

その他

法
第
1
7
条
の
２
第
１
項
第
１
号
経
費

看護
学校

救急
医療

保健
衛生

付属資料1-2
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1　現　況

　　表１　県立病院の概況

須坂市大字須坂 駒ケ根市下平 下伊那郡阿南町 木曽郡木曽町福島 安曇野市豊科

1332 2901 北条2009の1 同左 6613の4 同左 3100番地

昭和23年6月1日 昭和31年7月16日 昭和23年6月1日 昭和38年9月12日 平成4年3月31日

昭和23年6月1日 昭和31年9月15日 昭和23年6月1日 平成6年5月30日 昭和39年4月20日 平成7年5月15日 平成5年5月28日

内科・精神科・
神経内科・循環
器科・小児科・
外科・整形外
科・形成外科・
脳神経外科・皮
膚科・泌尿器
科・産婦人科・
眼科・耳鼻咽喉
科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
科・放射線科・
麻酔科

精神科・神経
科・老人性認知
症センター

内科・精神科・
小児科・外科・
整形外科・皮膚
科・泌尿器科・
婦人科・眼科・
ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・
放射線科・麻酔
科

［提供ｻｰﾋﾞｽ］
施設サービス
（入所）
居宅サービス
（短期入所療
養介護・通所
リハビリテー
ション）

内科・精神科・
神経内科・消化
器科・循環器
科・小児科・外
科・整形外科・
形成外科・脳神
経外科・皮膚
科・泌尿器科・
産婦人科・眼
科・耳鼻咽喉
科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
科・放射線科・
麻酔科・老人性
認知症センター

［提供ｻｰﾋﾞｽ］
施設サービス
（入所）
居宅サービス
（短期入所療
養介護・通所
リハビリテー
ション・介護
予防短期入所
療養介護・介
護予防通所リ
ハビリテー
ション）

精神科・神経
科・循環器科・
小児科・整形外
科・形成外科・
脳神経外科・心
臓外科・小児外
科・皮膚科・泌
尿器科・産科・
眼科・耳鼻咽喉
科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ
科・放射線科・
麻酔科

310 床 93 床 (定員) 207 床 (定員) 200 床

310 床 93 床 入 所  50人 207 床 入 所  50人 200 床

24 床 通 所   5人 通 所  10人

24 床

4 床 4 床

2 床 4 床

239 床 46 床

239 床 46 床

45 床 48 床

45 床 48 床

338 床 239 床 184 床 259 床 200 床

336 床 239 床 184 床 259 床 200 床
10：１ 介護保健施設 10：１ 介護保健施設 ７：１

２：１ サービス費 サービス費 ２：１

（Ⅱ） （Ⅱ）

３：１ ３：１

25：１ 25：１

５：１(5：1) ５：１(5：1)

7,786.50 28,612.61

0 1,086.77 1,002.78 1,211.40 3,575.90

1359.68 892.87 1,280.643,092.65 4,403.67

23,683.61 11,640.28 13,221.02 2,825.17 20,161.80 2,255.09 32,043.55

３：１(10：1)

15：１(10：1)

2.5：１(10：1)

敷地面積(㎡)
借用地13,026.73 借用地5,626.97

２：１

10：１

３：１(15：1)

15：１(10：1)

10：１

２：１

15：１(6：1)

２：１

療養病棟
18

17

病院及び老健

17

精神病棟
18

17

感染症病棟
18

診療科目等

一般病棟
18

17

許
可
病
床
数

一般病棟

結核病棟

感染症病棟
17

18

17

結核病棟
18

17

精神病棟

療養病棟

17

18

17

18

須  坂  病  院 駒 ケ 根 病 院

2,255.09

所　在　地

18

17

18

17
計

看
護
配
置
　
※

(

 

)

内
補
助

県 立 病 院 の 概 況

こ ど も 病 院阿 南 病 院

開設許可年月日

　本県の県立病院は、昭和23年６月に日本医療団から移管を受け、須坂病院および阿南病院として

発足以降、昭和31年９月に唯一の県立精神病院として駒ケ根病院を、昭和39年４月には、へき地医

療対策の一環として木曽病院を開設した。

　木曽病院については、平成４年５月に移転改築し、さらに平成５年５月に高度小児医療の専門病

院としてこども病院を開設し、平成12年９月からは周産期医療を開始した。

　また、平成14年４月に木曽地域の介護・医療体制の確立を図るため木曽病院に療養病棟を開設

し、平成17年４月には阿南病院に療養病棟を開設した。

　さらに、平成14年５月からは、新築した須坂病院南棟での診療を開始し、平成15年３月からは、

改修した須坂病院北棟(旧西棟)に結核病棟を開設した。

　なお、高齢化の進行に対応し、要介護老人の自立を支援するため、介護老人保健施設を阿南病院

と木曽病院に付置し、それぞれ平成７年５月及び平成８年５月に開所した。

（平成19年3月31日現在）

阿 南 介 護
老人保健施設

木  曽  病  院
木 曽 介 護
老人保健施設

区      分

診療開始年月日

(㎡)

22,323.93 9,660.64
(保育所等含む)

看護師宿舎

職員宿舎

計

建
物
面
積

18

24,063.98

20,631.99 34,677.23阿南病院敷地内 木曽病院敷地内 50,518.54

10,937.60 2,825.17 15,857.75

付属資料２
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表２　県立病院職員数（定数）（１９年１０月１日）

須坂病院 駒ヶ根病院 阿南病院 木曽病院 こども病院 阿南老健 木曽老健 県立病院課 合 計

39 7 14 26 54 140

212 94 79 130 232 5 5757

9 3 5 8 6 31

8 1 3 7 9 28

9 1 4 9 13 36

4 1 2 4 11

1 2 3

4 2 4 5 1 1 17

1 3 1 4 9

1 1

3 2 2 3 3 1 14

1 2 2 5

1 1

291 111 111 192 335 6 7 0 1053

心 理 判 定 員 1 2 3

介 護 福 祉 員 8 7 12 12 39
ﾒ ﾃ ﾞ ｨ ｶ ﾙ
ﾌ ｫ ﾄ ｸ ﾞ ﾗ ﾌ ｧ ｰ 1 1

行
Ｍ Ｓ Ｗ ・
相 談 指 導 員 0

臨床検査技師 0

技 術 計 0 1 8 7 3 12 12 0 43

政
Ｍ Ｓ Ｗ ・
相 談 指 導 員 1 3 1 1 1 1 1 9

事 務 職 員 12 6 8 10 12 11 59

事 務 計 13 9 9 11 13 1 1 11 68

計 13 10 17 18 16 13 13 11 111

給 食 技 師 7 8 11 26

技 通 信 技 師 1 1 1 3

汽 缶 技 師 2 2 2 6

電 気 技 師 1 1

能 庁 務 技 師 1 1 1 1 1 5

運 転 技 師 2 2

計 1 13 13 15 1 0 0 0 43

305 134 141 225 352 19 20 11 1207

医 師

看 護 職 員

薬 剤 師

区    分

理 学 療 法 士

作 業 療 法 士

施 術 師

管 理 栄 養 士

診 療 放 射 線
技 師

合 計

保 健 師

医 療 職 計

言 語 聴 覚 士

臨 床 検 査
技 師

臨 床 工 学
技 士

視 能 訓 練 士
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　　表３  診療圏の状況

(単位：人、％)

患者数 比率 患者数 比率 患者数 比率 患者数 比率 患者数 比率

須　　坂　　市 18,467 80.9 19,360 70.0 20,048 69.1 27,213 68.9 25,930 66.7

上　高　井　郡 2,183 9.6 3,881 14.0 4,054 14.0 5,609 14.2 5,576 14.4

長　　野　　市 1,107 4.8 2,183 7.9 2,436 8.4 3,279 8.3 3,594 9.2

そ　　の　　他 662 2.9 1,456 5.3 1,761 6.1 2,507 6.4 2,835 7.3

計 22,419 98.2 26,880 97.2 28,299 97.5 38,608 97.8 37,935 97.6

411 1.8 767 2.8 712 2.5 872 2.2 921 2.4

22,830 100.0 27,647 100.0 29,011 100.0 39,480 100.0 38,856 100.0

駒　ヶ　根　市 751 38.8 682 37.3 643 36.1 658 38.2 470 28.7

伊　　那　　市 296 15.3 270 14.8 275 15.4 311 18.1 283 17.2

上　伊　那　郡 533 27.5 466 25.5 487 27.3 312 18.1 476 29.0

下伊那郡(飯田市含む) 164 8.5 253 13.8 223 12.5 247 14.3 200 12.2

そ　　の　　他 167 8.6 140 7.7 139 7.8 163 9.5 191 11.6

計 1,911 98.7 1,811 99.1 1,767 99.1 1,691 98.2 1,620 98.7

25 1.3 17 0.9 16 0.9 31 1.8 21 1.3

1,936 100.0 1,828 100.0 1,783 100.0 1,722 100.0 1,641 100.0

阿　　南　　町 3,200 59.2 3,525 63.8 3,256 63.2 3,240 62.3 3,151 61.2

隣　接　町　村 1,773 32.8 1,492 27.0 1,458 28.3 1,429 27.4 1,450 28.1

飯　　田　　市 205 3.8 158 2.9 129 2.5 291 5.6 282 5.5

下　伊　那　郡 119 2.2 233 4.2 196 3.8 128 2.5 144 2.8

そ　　の　　他 5 0.1 23 0.4 21 0.4 21 0.4 20 0.4

計 5,302 98.1 5,431 98.2 5,060 98.2 5,109 98.2 5,047 98.0

103 1.9 98 1.8 93 1.8 94 1.8 103 2.0

5,405 100.0 5,529 100.0 5,153 100.0 5,203 100.0 5,150 100.0

木曽町（旧木曽福島町） 6,755 29.0 6,757 29.3 7,394 30.5 5,952 27.3 6,233 28.9

隣　接　町　村 11,904 51.0 11,871 51.4 11,641 48.1 11,867 54.4 11,583 53.7

木　　曽　　郡 3,046 13.1 2,859 12.4 3,303 13.6 2,246 10.3 2,415 11.2

そ　　の　　他 415 1.8 390 1.7 546 2.3 567 2.6 302 1.4

計 22,120 94.8 21,877 94.7 22,884 94.5 20,632 94.6 20,533 95.2

1,202 5.2 1,220 5.3 1,325 5.5 1,172 5.4 1,033 4.8

23,322 100.0 23,097 100.0 24,209 100.0 21,804 100.0 21,566 100.0

安曇野市（旧豊科町） 233 8.8 211 7.8 213 7.7 160 6.2 64 2.3

松　　本　　市 451 17.0 477 17.6 518 18.8 449 17.4 456 16.7

中　　　信 760 28.6 754 27.8 777 28.2 710 27.5 933 34.3

南　　　信 513 19.3 548 20.2 489 17.7 511 19.8 480 17.6

北　　　信 321 12.1 329 12.1 353 12.8 340 13.2 318 11.7

東　　　信 246 9.3 248 9.1 237 8.6 246 9.6 262 9.6

計 2,524 95.0 2,567 94.5 2,587 93.9 2,416 93.7 2,513 92.2

134 5.0 150 5.5 168 6.1 163 6.3 211 7.8

2,658 100.0 2,717 100.0 2,755 100.0 2,579 100.0 2,724 100.0

○隣接町村：阿南病院・・・天龍村／泰阜村／売木村／下條村

　　　　　　木曽病院・・・木曽町（旧日義村・旧開田村・旧三岳村）／上松町／木祖村

年度 

 病院名・地区名

平成18年度平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度

県       外

県       外

合　　　　　　計

こ
ど
も
病
院

木
曽
病
院

県
　
　
　
　
内

合　　　　　　計

県       外

阿
南
病
院

県
　
　
内

合　　　　　　計

県
 
 
内

須
坂
病
院

駒
ヶ

根
病
院

県
 
 
内

県       外

合　　　　　　計

県       外

合　　　　　　計

県
 
 
内
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　表４　救急及び緊急診療の状況

　　　診療科別延べ件数（平成18年度） （単位：人、％）

患者数 比率 患者数 比率 患者数 比率 患者数 比率 患者数 比率 患者数 比率

総  数 3,744 32.1 3,383 29.0 687 5.9 0 0.0 1,291 11.1 357 3.0

うち時間外 3,738 3,375 550 1,289 353

総  数 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

うち時間外

総  数 933 46.1 505 25.0 300 14.8 0 0.0 133 6.6 0 0.0

うち時間外 867 505 298 0 124 0

総  数 2,408 33.6 1,513 21.1 1,139 15.9 0 0.0 1,096 15.3 168 2.4

うち時間外 2,095 1,494 1,091 994 150

総  数 0 0.0 1,154 33.0 0 0.0 224 6.4 99 2.8 68 2.0

(うちNICU車) 247

うち時間外 303 44 14 12

(うちNICU車) 63

総  数 7,085 28.8 6,555 26.6 2,126 8.6 224 0.9 2,619 10.7 593 2.4

うち時間外 6,700 5,677 1,939 44 2,421 515

患者数 比率 患者数 比率 患者数 比率 患者数 比率 患者数 比率 患者数
対前
年比

総  数 156 1.3 347 3.0 28 0.2 1,676 14.4 11,669 100.0 10,853 107.5

うち時間外 153 116 28 1,670 11,272 9,461 119.1

総  数 0 0.0 0 0.0 254 100.0 0 0.0 254 100.0 293 86.7

うち時間外 254 254 293 86.7

総  数 0 0.0 1 0.0 136 6.7 16 0.8 2,024 100.0 2,347 86.2

うち時間外 0 1 135 16 1,946 2,233 87.1

総  数 0 0.0 199 2.8 38 0.5 603 8.4 7,164 100.0 7,288 98.3

うち時間外 197 38 524 6,583 6,713 98.1

総  数 335 9.6 260 7.4 354 10.1 1,004 28.7 3,498 100.0 2,566 136.3

(うちNICU車) 247 264 93.6

うち時間外 81 74 50 492 1,070 1,217 87.9

(うちNICU車) 63 83 75.9

総  数 491 2.0 807 3.3 810 3.3 3,299 13.4 24,609 100.0 23,347 105.4

うち時間外 234 388 505 2,702 21,125 19,917 106.1

○「うち時間外」は、時間外、夜間及び休日の計である。

○駒ヶ根病院は、救急車以外で受付けた緊急患者の診療件数を含む。

合  計

こども病院

合  計

駒ヶ根病院

阿南病院

木曽病院

循 環 器 科 平成17年度合    計そ  の  他精神科･神経科産 婦 人 科

内    科 小  児  科 外    科 脳神経外科整 形 外 科小 児 外 科

須坂病院

須坂病院

診療科名 

 病院名

駒ヶ根病院

阿南病院

木曽病院

診療科名 

 病院名

こども病院
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２　病床利用等の状況

　(1)　病床利用率

　　表５　病床利用率
（単位：％）

病院・
病棟名

　年度 一　般 結　核 平　均 精　神 一　般 精　神 療　養 平　均 一　般 療　養 平　均 一　般

昭和63年度 90.5 71.2 60.4 70.1 62.8 69.3 74.3

平成元年度 91.5 70.3 59.5 49.0 56.9 72.8 73.8

平成２年度 91.5 68.4 60.8 48.4 57.7 68.1 72.4

平成３年度 92.5 66.6 54.9 39.6 51.1 67.8 70.6

平成４年度 90.3 65.7 61.2 42.0 56.4 74.1 72.2

平成５年度 89.8 66.9 51.7 41.2 49.0 69.373.9 70.1

平成６年度 87.8 65.8 46.1 44.4 45.7 75.270.8 69.8

平成７年度 86.9 62.4 40.9 53.5 43.8 71.283.6 68.7

平成８年度 87.0 65.2 44.1 67.9 49.7 70.885.6 71.1

平成９年度 83.5 69.1 54.2 52.4 53.8 74.885.8 72.5

平成10年度 82.5 69.4 46.7 62.0 50.3 73.885.1 71.5

平成11年度 86.8 68.4 45.8 48.8 46.5 81.987.0 73.6

平成12年度 85.4 68.0 40.9 73.1 48.5 81.488.5 72.9

平成13年度 84.1 65.4 42.7 78.7 51.1 83.080.4 72.5

平成14年度 87.8 26.0 87.8 65.6 41.7 80.1 50.7 85.8 78.7 84.5 84.5 75.0

平成15年度 85.7 68.6 84.4 61.2 47.6 82.9 55.9 81.7 87.8 82.7 88.1 74.2

平成16年度 89.2 73.5 88.1 58.7 49.7 78.2 56.4 86.9 85.6 86.7 84.9 75.1

平成17年度 83.5 56.2 81.6 72.9 63.3 69.1 55.1 62.8 87.0 84.0 86.4 87.2 78.6

平成18年度 82.4 47.4 79.9 68.6 57.6 67.8 65.2 62.0 87.1 85.6 86.9 90.7 77.7

全　体

○須坂病院及び木曽病院の病床利用率には、感染症病床数（須坂２、木曽４）を含む。

　　　　　　　     　入院患者延数
○病床利用率＝　　　　　    　　　　　　× 100
　　　　　　  　　許可病床数×暦日数

○こども病院の平成５年度以降の病床数は、運用病床数で算出。

こども
病　院

須　坂　病　院
駒ヶ根
病　院

阿　南　病　院 木　曽　病　院

　平成17年度は、全病院平均が78.6％で、前年度より3.5％増加したが、平成18年度は、
全病院平均が77.7％で、前年度より0.9％減少した。
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(2)　平均在院日数の状況

　表６　診療科別平均在院日数

（単位：日）

須坂病院 21 5 20 30 16 11 10 7 31 16 17

駒ヶ根病院 142

阿南病院 22 5 20 36 6 147 32

木曽病院 24 4 24 33 23 13 5 12 24 23 18

こども病院 47 8 19 6 19 15 26 3 27 21

全　体 22 12 22 8 31 6 23 15 16 26 12 7 10 143 27 28 16 26

須坂病院 27 6 21 30 20 26 16 14 10 438 23 20

駒ヶ根病院 147 147

阿南病院 23 4 14 32 5 155 30

木曽病院 33 4 26 37 26 7 13 4 13 44 23

こども病院 42 10 27 5 23 1324 3 32 21

全　体 28 13 21 10 33 5 23 15 14 24 14 6 7 148 32 40 23 28

須坂病院 22 5 18 22 22 69 12 12 7 5724 34 17

駒ヶ根病院 142 142

阿南病院 22 5 23 29 5 155 31

木曽病院 31 3 24 35 39 9 13 4 44 62 22

こども病院 42 10 28 6 19 1325 3 30 21

全　体 25 13 21 10 28 5 27 23 10 25 13 5 57 144 30 31 34 62 25

須坂病院 28 5 17 23 7 21 17 11 14 3 1027 2 11 17

駒ヶ根病院 161 161

阿南病院 25 4 25 24 6 157 32

木曽病院 31 3 26 37 33 8 13 4 56 1 67 24

こども病院 42 8 29 5 20 12 27 3 22 21

全　体 28 15 22 8 28 5 25 15 10 16 3 10 160 22 36 2 11 62 25

須坂病院 24 6 16 20 10 20 19 10 14 6 1025 2 11 17

駒ヶ根病院 142 142

阿南病院 29 4 25 29 4 215 35

木曽病院 24 4 22 35 42 14 4 58 76 22

こども病院 41 7 35 6 21 12 28 2 24 21

全　体 25 18 19 7 27 7 24 16 10 28 14 5 10 150 24 39 2 11 25

須坂病院 23 6 14 20 11 19 18 11 14 6 930 28 17

駒ヶ根病院 125 125

阿南病院 33 6 24 54 259 42

木曽病院 22 4 23 32 14 3 57 78 21

こども病院 32 11 31 7 20 1324 16 24 20

全　体 25 17 19 11 25 7 19 15 11 24 14 5 9 136 24 48 28 78 24
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(3)　平均通院日数の状況

表７　診療科別平均通院日数

（単位：日）

須坂病院 11 4 6 6 4 9 8 6 6 8 18 2 25 7

駒ヶ根病院 39 39

阿南病院 9 2 5 11 1 10 83 7

木曽病院 20 2 10 9 7 12 5 21 17 9 6 68 417

こども病院 11 8 15 14 20 18 11 4 39 45 33 2616

全　体 13 3 7 8 8 13 13 18 5 11 4 8 8 6 45 33 22 3 349

須坂病院 9 4 9 7 5 10 6 12 7 7 7 22 26 2 439

駒ヶ根病院 34 34

阿南病院 8 1 5 11 1 9 75 6

木曽病院 18 2 9 10 4 8 4 8 10 8 5 42 13 9 9 13 8

こども病院 11 8 16 12 18 18 16 4 34 112 39 15

全　体 11 3 7 8 9 10 7 17 5 10 4 6 9 5 39 39 18 3 32 13 8

須坂病院 8 4 9 6 6 7 43 6 13 7 7 15 22 20 4 697

駒ヶ根病院 29 29

阿南病院 8 1 9 10 1 9 49 6

木曽病院 15 2 13 11 13 10 5 28 12 11 7 89 66 8 13 195 10

こども病院 13 8 16 11 24 18 18 4 32 26 41 3 11916

全　体 10 3 9 8 9 11 9 21 6 17 4 8 9 10 37 41 31 4 64 195 9

須坂病院 7 4 9 7 10 6 13 7 12 8 11 8 27 7

駒ヶ根病院 34 34

阿南病院 8 1 7 8 1 9 65 5

木曽病院 13 2 8 10 4 7 3 13 10 9 5 34 14 14 30 24 8

こども病院 11 9 16 11 23 19 13 4 31 32 18 8 11618

全　体 9 3 8 9 8 9 7 15 5 13 4 6 10 6 36 18 15 3 64 24 8

須坂病院 6 4 8 6 4 5 10 5 9 7 11 7 26 11 2 306

駒ヶ根病院 34 34

阿南病院 7 1 7 9 1 8 46 6

木曽病院 14 2 8 11 4 6 4 13 11 9 5 39 11 11 15 23 8

こども病院 12 9 16 12 27 24 23 4 43 58 9 20 212 366 19

全　体 9 3 8 9 8 6 6 14 4 10 4 6 10 6 35 20 11 2 31 23 366 8

須坂病院 5 3 8 6 5 4 14 5 9 7 10 6 26 16 3 156

駒ヶ根病院 35 35

阿南病院 4 2 7 11 1 14 43 4

木曽病院 14 2 11 10 4 5 4 12 13 10 4 38 8 26 33 8

こども病院 10 10 17 12 24 25 22 13 4 48 49 21 114 487 18

全　体 7 3 8 10 8 7 5 18 4 10 4 6 11 6 36 21 10 3 17 33 487 7
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